
















同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働
き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにする。

同一労働同一賃金は、令和２年４月1日から施行（中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和３年４月1日）
派遣労働者については労働者派遣法において同様に規定

正社員・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消（同一労働同一賃金）

 同一企業内において、正社員とパート・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇に
ついて、不合理な待遇差を設けることを禁止

 裁判の際に判断基準となる「均衡待遇」(法8条)、「均等待遇」 (法9条)を規定

均衡待遇 ：待遇ごとに、その性質・目的に照らして、
①職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲（人材活用の仕組み） ③その他の事情 のうち
適切と認められる事情を考慮して、不合理な待遇差を禁止

均等待遇 ：①職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲（人材活用の仕組み）が同じ場合は、
パート・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いを禁止

※  「職務内容」とは、業務の内容＋責任の程度をいう。
※ 「その他の事情」として、職務の成果、能力、経験、労使交渉の経緯などが考慮され得る。

不合理な待遇差の禁止（パート・有期法８条、９条）

 非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができ、
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならない。

労働者に対する待遇に関する説明義務（パート・有期法14条）
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育児休業給付の支給状況

初回受給者数(万人) 平均受給月額（万円） 平均給付期間（月） 給付総額(億円)

男 女 男 女 男 女 男 女

平成23年度 22.5 0.4 22.1 11.1 14.5 11.1 9.4 3.2 9.5 2,631 19 2,612

平成24年度 23.7 0.4 23.4 11.2 14.3 11.2 9.7 3.2 9.8 2,567 18 2,549

平成25年度 25.7 0.4 25.3 11.2 14.5 11.2 9.8 3.2 9.9 2,811 19 2,791

平成26年度 27.5 0.5 26.9 12.6 17.8 12.6 9.9 3.2 10.1 3,457 32 3,426

平成27年度 30.3 0.8 29.5 13.5 18.6 13.4 10.1 3.2 10.3 4,123 45 4,078

平成28年度 32.7 1.0 31.7 13.4 18.3 13.4 10.2 3.0 10.5 4,503 56 4,447

平成29年度 34.3 1.4 32.9 13.5 18.4 13.4 10.3 2.9 10.7 4,784 76 4,708

平成30年度 36.4 1.9 34.5 13.5 18.6 13.4 10.8 3.0 11.3 5,312 103 5,209

令和元年度 38.1 2.8 35.4 13.5 18.7 13.4 11.1 2.9 11.7 5,713 148 5,565

令和２年度 41.9 4.6 37.3 13.7 18.4 13.5 11.2 2.9 12.3 6,436 242 6,194

令和３年度 44.5 6.8 37.7 13.7 18.1 13.6 10.6 2.7 12.0 6,456 330 6,126

（注１）平成26年4月1日以降の育児休業開始より、給付率を育児休業開始日から６か月間は67％（それ以降は50％）に引き上げている。
（注２）支給金額は業務統計値である。
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子の看護休暇
（ 育 児 ・ 介 護 休 業 法 第 １ ６ 条 の ２ ）

休暇の日数 １年に５日まで
（子が２人以上の場合は１０日まで）

対象労働者

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
※ただし、日々雇用される労働者及び

労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
・勤続６か月未満の労働者
・週の所定労働日数が２日以下

対象家族 法律上の子（実子及び養子）

取得対象となる世話 ・負傷し、又は疾病にかかった子の世話
・疾病の予防を図るために必要な子の世話（予防接種又は健康診断を受けさせること）

改正経緯
平成１４年４月１日 施行（努力義務化）
平成１７年４月１日 義務化（年５日まで）
平成２２年６月３０日 拡充（２人以上、年１０日）
平成２９年１月１日 半日単位取得
令和 ３年１月１日 時間単位取得

子の看護休暇
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子の看護休暇の規定整備状況と取得可能日数

• 子の看護休暇制度の定めがある事業所（30人以上）は83.9％。小学校就学の始期に達するまで子の看護休暇
が取得できる事業所（30人以上）は、83.6％。

• 子の看護休暇制度の規定のあるほとんどの事業所で、休暇の取得可能日に上限を定めているが、その日数は、
ほとんどが法定どおりである。

【出典】厚生労働省「雇用均等基本調査」（令和３年度）

子
の
看
護
休
暇
制
度

規
定
あ

り
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
（
法
定
ど
お
り
）

小
学
校
入
学
～
小
学
校
３
年
生

（
又
は
９
歳
）
ま
で

小
学
校
４
年
生
～
小
学
校
卒
業

（
又
は
12
歳
）
ま
で

小
学
校
卒
業

以
降
も
対
象

総数 65.7
（100.0） （84.3） （3.5） （6.1） （6.1）

30人
以上

83.9
（100.0） （83.6） （4.0） （8.4） （4.0）

500人
以上

95.5
（100.0） （56.3） （18.3） （18.7） （6.7）

100～
499人

94.3
（100.0） （77.5） （6.3） （10.5） （5.7）

30～
99人

80.9
（100.0） （86.1） （3.0） （7.5） （3.4）

５～
29人

60.3
（100.0） （84.6） （3.2） （5.1） （7.0）
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子の看護休暇制度の規定の有無及び利用可能期間（％）
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得
可
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日
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限
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り

取
得
可
能
日
数

制
限
な
し

子が1人の場合 子が２人以上の場合

５
日
（
法
定
ど
お
り

6
～
10
日

11
～
20
日

21
日
以
上

10
日
（
法
定
ど
お
り

11
～
20
日

21
～
40
日

41
日
以
上

総数 100.0 95.9
（100.0）

91.2
(95.1)

3.2
(3.4)

0.3
(0.3)

1.1
(1.2)

93.4
(97.4)

1.4
(1.5)

0.2
(0.2)

0.9
(0.9) 4.1

30人
以上

100.0 97.9
（100.0）

92.0
(94.0)

5.0
(5.1)

0.4
(0.4)

0.5
(0.5)

94.5
(96.6)

2.8
(2.9)

0.2
(0.2)

0.4
(0.4) 2.1 

500人
以上

100.0 100.0
（100.0）

88.6
(88.6)

9.3
(9.3)

2.0
(2.0)

0.1
(0.1)

94.3
(94.3)

4.2
(4.2)

0.8
(0.8)

0.8
(0.8) -

100～
499人

100.0 97.8 
（100.0）

89.0
(91.0)

7.5
(7.6)

0.1
(0.1)

1.2
(1.3)

93.1
(95.2)

3.1
(3.2)

0.2
(0.2)

1.3
(1.4) 2.2 

30～
99人

100.0 97.9
（100.0）

93.1
(95.1)

4.1
(4.2)

0.4
(0.4)

0.3
(0.3)

95.0
(97.0)

2.7
(2.7)

0.1
(0.1)

0.1
(0.1) 2.1 

５～
29人

100.0 95.0
（100.0）

90.8
(95.6)

2.5
(2.7)

0.3
(0.3)

1.4
(1.4)

92.9
(97.7)

0.9
(0.9)

0.2
(0.2)

1.1
(1.2) 5.0 

子の看護休暇の取得可能日数（％）



次世代育成支援対策地域協議会

都道府県、市町村、事業主、労働者、

社会福祉・教育関係者等が組織

次世代育成支援対策推進センター

事業主団体等による情報提供、相談等の実施

施策・取組への協力等 策定支援等

地方公共団体行動計画の策定

①市町村行動計画

②都道府県行動計画

→ 地域住民の意見の反映、労使の参画、
計画の内容・実施状況の公表、定期的な
評価・見直し 等

一般事業主行動計画の策定・届出
①一般事業主行動計画（企業等）

・大企業（３０１人以上）：義務
・中小企業（１０１人以上）：義務（平成23年４月～）
・中小企業（１００人以下）：努力義務

一定の基準を満たした企業を認定(くるみん認定
・トライくるみん認定）
さらに、認定企業のうちより高い水準の取組を
行った企業を特例認定（プラチナくるみん認定）

②特定事業主行動計画（国・地方公共団体等）

行動計画策定指針

○ 国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定。

（例） 一般事業主行動計画：計画に盛り込む内容として、育児休業や短時間勤務、男性の子育て目的の休暇の取得促進に関する取組、所定外
労働の削減や年次有給休暇の取得に関する取組を記載

次世代育成支援対策推進法の概要

• 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成支援
対策を迅速かつ重点的に推進する。
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